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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第37期

第３四半期
連結累計期間

第38期
第３四半期
連結累計期間

第37期

会計期間
自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日

売上高 (千円) 4,477,518 4,688,814 5,972,797

経常利益 (千円) 233,235 388,200 306,068

四半期(当期)純利益 (千円) 162,172 254,385 266,092

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 167,452 272,653 278,404

純資産額 (千円) 3,846,099 4,205,910 3,955,101

総資産額 (千円) 7,475,192 7,978,192 7,546,238

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 10.81 16.89 17.73

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 50.4 51.7 51.4

　

回次
第37期

第３四半期
連結会計期間

第38期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 0.71 0.65

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２ 「売上高」には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３ 「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式がないため、記載しており

ません。

　

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載いたしました「事業等

のリスク」について、重要な変更はありません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、政府・

日銀による積極的な金融・財政政策等を背景にした円高の是正や株価の回復を受けて、景気は緩やかな

がらも回復しつつあり、回復の動きが確かなものとなることが期待されます。

不動産業界におきましては、三大都市圏の基準地価が低金利、住宅ローン減税等の政策による住宅需

要の下支えもあって、住宅地の約３分の１の地点が上昇を示し、商業地についても景況感の改善を背景

に、一部の高度商業地や再開発等の進む地域で上昇基調となっております。新設住宅着工戸数について

も金利や住宅価格に対する先高感や消費マインドの改善もあって、前年同月比では平成24年９月から13

か月連続の増加となり、住宅需要の回復傾向を示す結果となりました。

このような事業環境のもと、当社グループでは、安心・安全な長期優良住宅を主体とした建売住宅や

リノベーションマンションの販売に努めました。

また、売買仲介におきましては、本年１月から一戸建住宅にはインスペクション（建物診断）＋建物

検査瑕疵保証付仲介、マンションには住宅設備保証付仲介の取り扱いを始め、インスペクションの結果

を踏まえたリフォーム・リノベーションの提案を推進いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,688百万円（前年同期比

4.7％増加）、営業利益は404百万円（同64.0％増加）、経常利益は388百万円（同66.4％増加）、四半

期純利益は254百万円（同56.9％増加）となりました。

 

[不動産売上]

長期優良住宅を主体とした建売住宅や、リノベーションマンションの販売に注力いたしましたが、

一次取得者を対象とした低価格のリノベーションマンションを中心に販売したことにより、売上高は

529百万円（前年同期比18.1％減少）、セグメント利益は31百万円（同20.0％減少）となりました。
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[不動産賃貸収入]

入居率の安定に努めましたが、募集条件等を見直したこと等により、売上高は325百万円（前年同

期比2.1％減少）、セグメント利益は10百万円（同52.6％増加）となりました。

　

[工事売上]

売買仲介物件でのインスペクションの結果を踏まえた設備工事の提案による工事件数の増加や賃貸

マンションの外壁塗装等共用部分の工事受注による平均工事単価の上昇により、売上高は1,272百万

円（前年同期比3.9％増加）、セグメント利益は62百万円（同19.5％増加）となりました。

　

[不動産管理収入]

管理物件の取得と入居率の向上に注力いたしました結果、売上高は357百万円（前年同期比3.8％増

加）、セグメント利益は66百万円（同9.0％増加）となりました。

　

[受取手数料]

主力の売買仲介手数料については取扱件数及び仲介手数料率が増加、取扱単価も上昇したことによ

り前年同期比18.0%増加した結果、紹介料、保証等のその他受取手数料を含む受取手数料収入合計は

2,205百万円（前年同期比14.2％増加）、セグメント利益は462百万円（同45.8％増加）となりまし

た。

　

(2) 財政状態の分析

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,221百万円となり、前連結会計年度末と

比較して302百万円増加いたしました。その主な要因は、現金及び預金が95百万円、販売用不動産が

48百万円、仕掛販売用不動産が42百万円、繰延税金資産が31百万円、完成工事未収入金が29百万円、

営業未収入金が19百万円増加したこと等によります。

（固定資産）

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,751百万円となり、前連結会計年度末と

比較して130百万円増加いたしました。その主な要因は、投資有価証券が121百万円、長期預金が100

百万円増加したものの、土地が46百万円、建物及び構築物が33百万円減少したこと等によります。

（流動負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,849百万円となり、前連結会計年度末と

比較して208百万円増加いたしました。その主な要因は、賞与引当金が64百万円、未払法人税等が55

百万円、預り金が20百万円、及びその他に含まれる前受金が44百万円、未払金が30百万円増加したこ

と等によります。

（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は922百万円となり、前連結会計年度末と比

較して27百万円減少いたしました。その主な要因は、社債が40百万円、長期預り金が４百万円減少し

たことや退職給付引当金が９百万円増加したこと等によります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は4,205百万円となり、前連結会計年度末と比

較して250百万円増加いたしました。その主な要因は、四半期純利益を254百万円計上したことや、配

当金を120百万円計上したことにより、利益剰余金が134百万円増加したこと、及び自己株式が135百

万円、資本剰余金が37百万円減少したこと等によります。

EDINET提出書類

株式会社　日住サービス(E03948)

四半期報告書

 4/24



　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

株式会社の支配に関する基本方針について

①　基本方針の内容

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ず

に行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値ひいては株主価値に資するもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案

に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行なわれるべきものと考えておりま

す。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主価値に

対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社

の取締役会や株主が株式の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代

替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも

有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主

価値に資さないものも少なくありません。

また、不動産に関する流通、情報サービスの会社である当社の経営においては、当社グループの有

形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社に与えられた社会的な使命、それら当社

の企業価値ひいては株主価値を構成する要素等への理解が不可欠です。

法令遵守の精神と長年にわたり地域密着に徹することにより築かれた信頼と信用、地域社会と密接

に繋がった従業員が有する専門的知識、豊富な経験とノウハウ、これらを有するに至ったこれまでに

培った人材育成・教育の企業風土、不動産の売買及び賃貸借の仲介を中心に不動産の売買・賃貸・建

設・賃貸管理・鑑定・住宅ローン取次・保険などの不動産に関するサービスをワンストップで提供す

る総合力、などの当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるので

なければ、当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうことになります。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主価値に資さない大規模買付行為に対しては必要か

つ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主価値を確保する必要があると考えてお

ります。

　

②　基本方針実現のための取り組み

（a） 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要

当社は、人と不動産の接点に生じるあらゆるニーズに関し、真にお客様の立場に立ったコンサル

ティングを行うことにより、最大限の顧客満足の実現に貢献できる総合不動産流通業（コンサルタ

ント企業）を目指しております。これらの実現のため、当社の役員及び社員は法令を遵守し、信頼

と信用で地元密着した不動産に関するトータルサービスを提供しております。当社は、不動産売買

を検討されるお客様への、インスペクション（第三者機関による耐震診断や建物検査）の提案や、

インスペクションの検査結果を踏まえたリフォームの提案等により、優良な中古住宅の流通に努め

ております。また、当社が売主となって、高品質の建売住宅やリノベーションマンション等の付加

価値を高めた住宅の提供に努めております。さらに、コンサルティング事業部においては、資産家

を対象とした土地の有効活用案件等の長期にわたる案件や大型の事業用案件、不動産投資家に対す

る収益用案件の積極的な提案に取り組んでおります。

EDINET提出書類

株式会社　日住サービス(E03948)

四半期報告書

 5/24



また、当社は、事業活動に係る全ての利害関係者を重視し、経営の効率性、健全性及び透明性を

確保しつつ公正な意思決定機関を持つこと、並びにコンプライアンス体制を構築することを経営上

の重要な基盤と考え、経営監視機能の強化に努めております。具体的には、株主の皆様に対する経

営陣の責任の一層の明確化を図る目的で、平成18年３月より取締役の任期を従来の２年から１年に

短縮する、取締役９名のうち１名を社外取締役とする、監査役３名のうち２名を社外監査役とする

などの取り組みを行っております。

これらの取り組みにより、当社は、当社の企業価値ひいては株主価値の向上を図ることができる

ものと考えております。

　

（b） 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取り組みの概要

当社は、平成25年３月26日開催の第37期定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に関

する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の更新について承認を得ております。

本プランは、当社が発行者である株券等について、特定株主グループの議決権割合を20％以上と

することを目的とする当社株券等の買付行為、結果として特定株主グループの議決権割合が20％以

上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません

が、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。）又は、結果として特定株

主グループの議決権割合が20％以上となる当社の他の株主との合意等（以下かかる買付行為又は合

意等を「大規模買付行為」といい、かかる大規模買付行為を行おうとする者を「大規模買付者」と

いいます。）を適用対象とします。

本プランは、これらの大規模買付行為が行われる際、大規模買付者に対し、事前に当該大規模買

付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、当該大規模買付行為についての情報収集・検討

等を行う時間を確保したうえで、当社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示

したり、大規模買付者との交渉を行ったりし、当該大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否

か等について株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催する手続きを定め、かかる株主の

皆様の意思を確認する機会を確保するため、大規模買付者には、上記の手続きが完了するまで大規

模買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するものです。

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合、大規模買付者には、当社代表取締役宛に、

大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに本プランに定める手続きを遵守する旨を表明した意

向表明書を提出することを求めます。当社取締役会は、当該意向表明書受領後10営業日以内に、大

規模買付者に対し、提出を求める情報のリストを交付します。大規模買付者には、原則として当該

情報リストが交付されてから60日以内に情報の提供を完了していただくこととします（以下「必要

情報提供期間」といいます。）。

当社取締役会は、必要情報提供期間が終了した後、原則として60日間（対価を現金（円貨）のみ

とする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場

合）を当社取締役会による検討期間とし、当該期間中、当社取締役会は、外部専門家等の助言を受

けながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を

公表するとともに、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について

交渉し、当社取締役会としての代替案を提示します。

当社は、本プランを適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関

として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外

有識者の中から選任された委員からなる第三者委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置を発動

すべきか否か等の本プランに係る重要な判断に際しては、必ず第三者委員会に諮問することとしま

す。
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第三者委員会は、（i）大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しないため対抗措置

の発動を勧告した場合、（ii）大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なう

と認められるため対抗措置の発動を勧告した場合、及び（iii）大規模買付行為又はその提案内容

の評価・検討の結果、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値の最大化に資すると

認められ対抗措置の不発動を勧告した場合を除き、当該大規模買付行為に対する対抗措置発動の可

否につき株主総会に諮るべきであるとする旨を当社取締役会に勧告するものとします。かかる勧告

に際して、第三者委員会は、大規模買付行為に反対し、これを中止することを求めることの可否に

つき株主総会に諮るべきであるとする旨の勧告もあわせて当社取締役会に対し行うことができるも

のとし、その場合、当社取締役会は、対抗措置の発動についての承認等を議案とする会社法上の株

主総会を開催するものとします。

また、当社取締役会は、第三者委員会から上記（i）又は（ii）の勧告を受けた場合であって

も、対抗措置の発動についての承認を議案とする株主総会を開催することができるものとし、その

際、あわせて、大規模買付行為に反対し、これを中止することを求めることについての承認も議案

とすることができるものとします。さらに、当社取締役会は、第三者委員会から対抗措置発動の可

否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告のみを受けた場合であっても、あわせて、大規模買付

行為に反対し、これを中止することを求めることについての承認も議案とすることができるものと

します。

なお、大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守したと当社取締役会が認め、株主総会

の開催手続きを開始した場合でも、大規模買付者が株主総会終了の前までに大規模買付行為を開始

し、又は当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうと当社取締役会が判断したときは、株主

総会の開催を中止し、当社取締役会の決議のみにより対抗措置を発動することができるものとしま

す。上記（i）ないし（iii）の場合は、当社取締役会は、第三者委員会からの勧告を最大限尊重し

たうえで、対抗措置発動の可否等を判断します。

具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、その新株予約権には、大規模

買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が大規模買付者等以外の者から

当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項を付すとともに、新株予約権

者は、当社取締役会が定めた1円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社株式を

取得することができるものとします。当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した場

合には、適時適切に情報開示を行います。

本プランの有効期間は、平成28年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までです。但し、有効

期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。

なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://2110.jp/ir/pdf/info_201302_2.pdf）にて掲載しております。(平成25年2月12日付プレ

スリリース)

　

③　具体的取り組みに対する当社取締役の判断及びその理由

②（a）に記載した基本方針の実現に資する特別な取り組みは、当社の企業価値ひいては株主価値

を向上させるための具体的方策であり、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基

本方針に沿うものです。

また、②（b）に記載した本プランも、当社取締役会から独立した組織として第三者委員会を設置

し、対抗措置の発動又は不発動の判断の際には当社取締役会は必ず第三者委員会に諮問することと
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なっていること、必要に応じて対抗措置発動の可否について株主総会に諮ることとなっていること、

本プランの有効期間は３年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなって

いること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされており、企業価値ひいては株

主価値に資するものであって、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に

沿うものです。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 79,000,000

計 79,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,898,450 19,898,450
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 19,898,450 19,898,450 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

─ 19,898,450 ─ 1,568,500 ─ 485,392

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年６月30日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式
(自己保有株式)

4,894,000
―

単元株式数
1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

14,833,000
14,833 同上

単元未満株式
普通株式

171,450
― ─

発行済株式総数 19,898,450 ― ―

総株主の議決権 ― 14,833 ―

　

② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

株式会社日住サービス
(自己保有株式)

大阪市北区梅田１丁目
11番４―300号

4,894,000 ― 4,894,000 24.59

計 ― 4,894,000 ― 4,894,000 24.59

(注) １．平成25年９月30日現在の当社保有の自己株式数は4,440,336株であります。

２．平成25年８月26日付で、和田興産株式会社との資本・業務提携に伴う第三者割当により、自己名義所有株式

461,000株を処分いたしました。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
代表取締役社長
（営業本部長）

野　村　英　雄 平成25年４月１日

常務取締役
（営業本部長

兼売買担当部長）

常務取締役
（営業本部副本部長
兼売買担当部長、

本店営業部担当兼務）

青　木　　　實 平成25年４月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,288,273 2,384,053

営業未収入金 264,480 284,448

完成工事未収入金 77,093 106,610

有価証券 5,020 5,004

販売用不動産 211,493 259,966

仕掛販売用不動産 － 42,599

未成工事支出金 800 1,892

繰延税金資産 17,071 48,455

その他 58,333 92,385

貸倒引当金 △4,277 △4,294

流動資産合計 2,918,289 3,221,121

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,098,499 1,065,292

土地 2,076,368 2,030,237

その他（純額） 18,531 17,196

有形固定資産合計 3,193,400 3,112,726

無形固定資産 110,297 97,735

投資その他の資産

投資有価証券 66,449 187,739

敷金及び保証金 840,569 848,046

長期預金 400,000 500,000

繰延税金資産 12,198 5,780

その他 436 1,912

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,317,653 1,541,479

固定資産合計 4,621,351 4,751,941

繰延資産

社債発行費 6,598 5,130

繰延資産合計 6,598 5,130

資産合計 7,546,238 7,978,192
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 183,795 195,978

短期借入金 1,500,000 1,500,000

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払法人税等 72,952 128,345

預り金 568,326 588,406

賞与引当金 19,735 84,485

役員賞与引当金 26,950 22,200

その他 228,994 290,206

流動負債合計 2,640,754 2,849,622

固定負債

社債 350,000 310,000

退職給付引当金 442,022 451,792

役員退職慰労引当金 75,500 82,500

長期預り金 82,860 78,325

繰延税金負債 － 41

固定負債合計 950,382 922,659

負債合計 3,591,137 3,772,281

純資産の部

株主資本

資本金 1,568,500 1,568,500

資本剰余金 1,726,730 1,689,163

利益剰余金 2,044,948 2,179,292

自己株式 △1,460,751 △1,324,937

株主資本合計 3,879,427 4,112,018

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △558 14,001

その他の包括利益累計額合計 △558 14,001

少数株主持分 76,233 79,890

純資産合計 3,955,101 4,205,910

負債純資産合計 7,546,238 7,978,192
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 4,477,518 4,688,814

売上原価 1,780,185 1,727,780

売上総利益 2,697,333 2,961,034

販売費及び一般管理費 2,450,958 2,556,879

営業利益 246,375 404,155

営業外収益

受取利息 2,941 3,017

販売用不動産賃料収入 4,092 －

生命保険配当金 2,172 2,221

雑収入 3,023 2,547

営業外収益合計 12,230 7,785

営業外費用

支払利息 19,846 18,541

雑損失 5,522 5,198

営業外費用合計 25,369 23,739

経常利益 233,235 388,200

特別損失

固定資産売却損 － 10,614

固定資産除却損 951 2,510

特別損失合計 951 13,124

税金等調整前四半期純利益 232,283 375,075

法人税、住民税及び事業税 66,286 148,391

法人税等調整額 － △31,384

法人税等合計 66,286 117,006

少数株主損益調整前四半期純利益 165,997 258,069

少数株主利益 3,825 3,684

四半期純利益 162,172 254,385
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 165,997 258,069

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,454 14,583

その他の包括利益合計 1,454 14,583

四半期包括利益 167,452 272,653

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 163,636 268,945

少数株主に係る四半期包括利益 3,816 3,707
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【継続企業の前提に関する事項】

　

該当事項はありません。

　

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　

該当事項はありません。

　

　

【会計方針の変更等】

　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。

 

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

（有形固定資産から販売用不動産への振替）

　所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。その内容は以下のとおり

であります。

建物及び構築物 15,592 千円

土地 21,807  〃

計 37,399 千円

 　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

保証債務の内容としては、仲介取引における買主が売主に支払う契約手付金に対するもの及び、住

宅ローン利用者の金融機関からの借入金に対するものであります。

　　
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
　

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

被保証者 　 保証金額 　 被保証者 　 保証金額

一般顧客 　 65,930千円 　 一般顧客 　 77,960千円

ローン利用者 　 64,000千円 　 ローン利用者 　 40,612千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

減価償却費 56,383千円 60,765千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日
定時株主総会

普通株式 120,051 8.00 平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日
定時株主総会

普通株式 120,041 8.00 平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連
結損益計
算書計上

額

(注) ２

不動産売
上

不動産賃
貸収入

工事売上
不動産管
理収入

受取手数
料

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 645,973 332,001 1,224,483 343,958 1,931,100 4,477,518 ─ 4,477,518

  セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

─ 6,210 608 885 13,067 20,772 △20,772 ─

計 645,973 338,211 1,225,092 344,844 1,944,168 4,498,290 △20,772 4,477,518

セグメント利益 39,542 6,583 52,539 60,755 317,562 476,984 △230,609 246,375

(注) １　セグメント利益の調整額△230,609千円には、セグメント間取引消去378千円、各セグメントに配分してい

ない全社費用230,231千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等

であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３　所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。この変更に伴うセグメ

ント利益に与える影響は軽微であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連
結損益計
算書計上

額

(注) ２

不動産売
上

不動産賃
貸収入

工事売上
不動産管
理収入

受取手数
料

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 529,023 325,190 1,272,432 357,154 2,205,014 4,688,814 ─ 4,688,814

  セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

─ 6,210 2,587 1,123 9,193 19,114 △19,114 ─

計 529,023 331,400 1,275,019 358,278 2,214,207 4,707,928 △19,114 4,688,814

セグメント利益 31,625 10,045 62,781 66,200 462,986 633,639 △229,484 404,155

(注) １　セグメント利益の調整額△229,484千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、全社費用

は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３　追加情報に記載のとおり、所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしまし

た。この変更に伴うセグメント利益に与える影響は軽微であります。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社　日住サービス(E03948)

四半期報告書

21/24



　

(１株当たり情報)

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 10円81銭 16円89銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日)

四半期純利益(千円) 162,172 254,385

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(千円) 162,172 254,385

普通株式に係る期中平均株式数(株) 15,005,681 15,065,282

　

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

　

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　林　　利　　朗　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　福　　島　　康　　生　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　谷　　口　　誓　　一　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月12日

株式会社　日住サービス

取締役会  御中

　

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社日住サービスの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期
間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成
25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日住サービス及び連結子会社の平
成25年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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